


 

 

 

 規制に違反した者には、制裁措置が適用されます。 

 ■再就職者への制裁措置 

 

 

 

 

 ■現職職員への制裁措置 

 

規制違反者への制裁措置 

規制違反の内容 制裁措置（罰則）

再就職者が現職職員に対して、不正な行為をするように働きかけた場合 １年以下の拘禁刑又は
５０万円以下の罰金

再就職者が現職職員に対して、働きかけをした場合
※不正な行為をするように働きかけた場合を除く。

１０万円以下の過料

規制違反の内容 制裁措置（罰則）

現職職員が再就職者の働きかけに応じて不正な行為を行った場合
１年以下の拘禁刑又は
５０万円以下の罰金

現職職員が再就職者から働きかけを受けた事実を公平委員会に届けなかった
場合

懲戒処分の対象

現職職員が不正な行為をすること等の見返りとして、企業等に対して他の職
員又は元職員を当該企業等の地位に就かせることを要求・依頼した場合

３年以下の拘禁刑

現職職員が不正な行為をすること等の見返りとして、企業等に対して自身が
当該企業等の地位に就くことを要求し、又は約束した場合

３年以下の拘禁刑


